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口蹄疫に関する防疫対策の強化について 

 

このことについて、平成 24 年 12月 7日付け 24消安第 4098号をもって、農林水産

省消費・安全局長から別添写しのとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろ

しくお願いします。 

このたびの通知は、これから年末・年始及び春節（旧正月）を迎えるに当たり、ア

ジア地域における人・物の移動が盛んになる一方、台湾や中国を始めとした我が国の

近隣諸国において引き続き口蹄疫の発生が認められ、口蹄疫ウイルスの侵入の可能性

が高まることが懸念されることから、より一層の口蹄疫に対する情報の共有に務め、

危機意識を高めるとともに、我が国における口蹄疫の発生を未然に防ぐため、口蹄疫

の発生予防措置の徹底及び監視体制の強化に万全を期するよう依頼したことを都道府

県知事宛に通知した旨、了知するとともに、円滑な防疫対策の実施の協力を依頼され

たものです。 

また、家畜防疫の重要性を十分に理解の上、この件の周知と適切な対応がなされる

よう指導することも併せて依頼されております。 
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公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 
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２４消安第４０９８号

平成２４年１２月７日

都道府県知事 殿

農林水産省消費・安全局長

年末・年始及び春節における口蹄疫に関する防疫対策の強化について

口蹄疫に係る防疫対策については、これまで、口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫

指針（平成23年10月１日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。）及び「口蹄

疫に関する防疫対策の強化について」（平成24年３月２日付け23消安第6020号農林水

産省消費・安全局長通知）により飼養衛生管理基準の遵守状況の調査や畜産関係者等

への注意喚起の徹底等を御指導いただくようお願いしてきたところです。

我が国での口蹄疫の発生は平成22年以降確認されておりませんが、台湾や中国をは

じめとした我が国の近隣諸国においては、引き続き発生が認められていることから、

我が国への口蹄疫ウイルスの侵入リスクは依然高い状況にあると考えられます。

これから年末・年始及び春節を迎えるに当たり、アジア地域における人・物の移動

が盛んになり、それに伴い、口蹄疫ウイルスの侵入の可能性が高まることが懸念され

ます。つきましては、より一層の口蹄疫に対する情報の共有に努め、危機意識を高め

るとともに、我が国における口蹄疫の発生を未然に防ぐため、特に下記の事項に留意

の上、口蹄疫の発生予防措置の徹底及び監視体制の強化に万全を期するようお願いい

たします。

記

１ 牛及び豚等の飼養農場における飼養衛生管理の確認及び指導の徹底について

家畜防疫員は、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下「家伝法」とい

う。）第51条により牛及び豚の大規模所有者（家畜伝染病予防法施行規則（昭和26

年農林省令第35号）第21条の２第８号に規定する大規模所有者をいう。以下同じ。）

の農場及び都道府県が必要と考える家畜（牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚及びい

のしし）の飼養農場（例えば、口蹄疫発生地域からの外国人労働者等を受け入れて

いる農場など）に平成25年２月28日までに立ち入り、飼養衛生管理基準の遵守状況

を確認し、適切な指導をすること。（詳細は別紙のとおりとする。）



２ 防疫指針第２の２の（２）の①の立入検査の結果報告について

平成24年４月１日から平成25年３月31日までの間に行った防疫指針第２の２の

（２）の①の立入検査の結果について、様式１により飼養衛生管理状況の確認結果

報告書を作成し、平成25年４月19日（金）までに農林水産省消費・安全局動物衛生

課（以下「動物衛生課」という。）担当者宛て（kokunai_boeki@nm.maff.go.jp）に

電子メールにより提出すること。（報告の方法は、別紙の４から６までのとおりと

同様とする。）

なお、上記１の立入検査をもって防疫指針第２の２の（２）の①の立入検査に代

えることができる。

３ 畜産関係者の海外渡航の自粛等の指導の徹底について

畜産関係者に対しては、口蹄疫が発生している国への渡航を可能な限り自粛する

よう要請し、仮に渡航する場合には、以下の点に留意するよう指導すること。

（１）渡航に当たっての留意事項

① 農場やと畜場などの畜産関連施設に立ち入らないこと。

② 肉製品等を日本に持ち帰らないこと。

③ 帰国の際には、到着した空海港の動物検疫所カウンターに立ち寄り、家畜防

疫官の指導を受けること。

（２）帰国後の留意事項

① 飼養衛生管理基準に基づき、帰国後一週間、必要がある場合を除き、衛生管

理区域（家畜伝染病予防法施行規則第21条の２第１号に規定する衛生管理区域

をいう。以下同じ。）に立ち入らないこと。

② 海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこととし、やむを

得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。

４ 防疫指針に基づく口蹄疫に関する研修会の開催等について

牛及び豚等の所有者及び畜産関連業者に加え、可能な限り、中国及び台湾等の口

蹄疫発生国からの入国者が訪れる可能性の高いホテル、ゴルフ場等の管理者等を対

象に、口蹄疫に関する研修会（講習会その他これに類するものを含む。以下同じ。）

を開催し、口蹄疫の防疫及び飼養衛生管理基準の遵守に係る意識の向上を図り、農

場等における消毒を徹底するよう指導すること。この際、これまで農林水産省が発

出した通知、飼養衛生管理基準のパンフレット、「口蹄疫に関する防疫作業マニュ

アル」（平成23年10月１日付け23消安第3463号農林水産省消費・安全局動物衛生課

長通知）等を活用するとともに、上記１の飼養衛生管理の確認結果を踏まえた指導

を行うほか、優良事例があれば、それについても紹介し、地域の飼養衛生管理に関

する意識の向上を図ること。また、特に外国人労働者、海外研修生等を受け入れて

いる農場に対しては、上記３の内容を周知、指導すること。



なお、研修会の開催結果については、様式２により平成25年４月19日（金）まで

に動物衛生課担当者宛て（kokunai_boeki@nm.maff.go.jp）に電子メールにより提

出すること。

５ 早期通報の再徹底について

家畜の所有者や獣医師等に対して、家伝法第13条の２第１項に規定する症状の具

体的な内容について周知徹底するとともに、当該症状を呈している家畜を発見した

ときは、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する家畜保健衛生所に通

報するよう改めて指導を徹底すること。

６ 的確な初動対応の徹底及び連携体制の再確認について

都道府県が家畜の所有者や獣医師等から上記５の通報を受けた場合には、遅滞な

く、防疫指針第３の規定に基づく対応を的確に行うよう徹底すること。また、万が

一の口蹄疫の発生時に備え、防疫指針第２の２の（９）の規定に基づく市町村、関

係機関及び関係団体との連携体制の整備について改めて確認すること。

７ 口蹄疫に関する情報の共有について

農林水産省から提供された口蹄疫に関する種々の情報については、必要に応じ、

広く関係者に周知すること。特に、生産現場における防疫対応等に有用と考えられ

るものとして動物衛生課が周知するよう指定した情報については、確実かつ迅速に

家畜の所有者、市町村、関係機関、関係団体等に周知すること。



（別紙）

牛及び豚等の飼養農場における飼養衛生管理基準の遵守状況の確認及び報告

並びに指導の徹底について

１ 目的

牛及び豚等の飼養農場における飼養衛生管理基準の遵守状況を確認し、報告する

とともに、適切な飼養管理を指導することにより、口蹄疫等家畜の伝染性疾病の発

生の予防に万全を期する。

２ 立入検査の対象農場

立入検査については、牛及び豚の大規模所有者の農場並びに都道府県が必要と考

える家畜（牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし）の飼養農場を対象とす

る。

また、これまでの立入検査の結果、飼養衛生管理に問題があった農場は優先的に

立入検査を行うこと。

なお、平成24年10月１日以降に既に飼養衛生管理基準の遵守状況の確認を行って

おり、その結果、指導不要又は改善済みである場合には、当該確認の結果の報告を

もって、これに代えることができるものとし、可能な限り、未確認の農場を訪問し、

確認すること。

３ 確認の方法

別添の飼養衛生管理基準チェックシートを活用し、家畜防疫員が各農場を訪問し

て飼養衛生管理基準の遵守状況を確認するとともに、指導の徹底を図ること。なお、

１つの農場を複数名で確認した場合には、必ず家畜防疫員が最終的な確認を行うこ

と。

また、行政手続法（平成５年法律第88号）又は家伝法に基づき、飼養衛生管理に

関する指導を行った場合には、後日、その改善状況を確認すること。なお、行政手

続法の指導の対象については、飼養衛生管理基準に規定された項目に限るものとす

る。

４ 報告の方法

様式１による飼養衛生管理状況の確認結果報告書（Excelファイル）を作成し、

農林水産省消費・安全局動物衛生課担当者宛て（kokunai_boeki@nm.maff.go.jp）

に電子メールにより提出すること。



５ 報告の期限

平成25年４月19日（金）

６ その他

（１）上記４により提出された飼養衛生管理基準の遵守状況の確認結果報告書につい

ては、動物衛生課において都道府県別に取りまとめ、個々の農場が特定されない

ように配慮した上で、対象農場数、指導農場数（改善済及び改善指導中）、指導不

要農場数及び各項目の遵守率について、公表する。

（２）行政手続法に基づく指導及び助言に対する改善が認められない農場に対しては、

家伝法第12条の５の規定による指導及び助言（既に同条の規定による指導及び助

言を行っている場合には、家伝法第12条の６第1項の規定による勧告）等を検討す

ること。



牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし農場の衛生管理チェック表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（平成24年度）

13

家畜を適切な密度で飼養している。

(2)

15

家畜の体液（牛・水牛・鹿・めん羊・山羊において、生乳を除く。）が付着する物
品を使用する際には、１頭ごとに（豚・いのししにおいて、注射針にあっては少な
くとも畜房ごとに）交換又は消毒をしている。

空になった畜舎（豚・いのししに限る。）、畜房又はハッチ（牛・水牛・鹿・めん羊・
山羊に限る。）の清掃及び消毒をしている。

16

12 飼養する家畜に飲用に適した水を給与している。

(1)

(3)防鳥ネットの設置等により糞尿処理施設に野生動物の侵入を防止することができる
措置を講じている（※）

第五 衛生管理区域の衛生状態の確保

14 (1)畜舎及び器具の清掃又は消毒を定期的にしている。

(2)

衛生管理区域の境界に野生動物の侵入を防止することができる柵等を設置してい
る。（※）

防鳥ネットの設置等により畜舎に野生動物の侵入を防止することができる措置を講
じている。（※）

(2)飼料保管場所に野生動物の排泄物の混入防止に必要な措置を講じている。

11 (1)

8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であって、飼養する家畜
に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をしている。

9 衛生管理区域に持ち込む衣服及び靴の過去４月以内の海外での使用歴を確認し、必要が
ある場合を除いて、持ち込ませないようにしている。

第四 野生動物等からの病原体の侵入防止

10 家畜に給与する食品循環資源を原材料とする飼料は、加熱その他の適切な処理が行われ
たものを利用している。（※）

給餌設備に野生動物の排泄物の混入防止に必要な措置を講じている。

入場車両の消毒を常時行っている。

4

衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒を常時
行っている。

6 (1)衛生管理区域専用の衣服及び靴を設置し、着用している。（※）

衛生管理区域の出入口に門を設置したり、｢部外者立入禁止｣等の看板を設置して入場
者・車両の入場制限をしている。

7 衛生管理区域に立ち入る者に対して、当日の他の畜産関係施設等への立入りの有無や過
去１週間以内の海外からの入国歴（渡航歴）を確認し、必要がある場合を除いて、立ち
入らせないようにしている。

3

衛生管理区域の出入口付近に車両用の消毒薬を効果のある状態で常設している。

(1)衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に立ち入る者用の消毒薬を効果のある状態で常
設している。

(2)更衣前の衣服は、衛生管理区域専用の衣服等で完全に覆われている。（※）

(2)

5

(1)

(2)

　チェック項目 評価

第一 家畜防疫に関する最新情報の把握

2

第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止

1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延防止に関する情報を
把握している。

第二 衛生管理区域の設定

衛生管理区域を設定している。

衛生管理区域の境界が分かるようにしている。

(1)

(2)



(1)

第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処

　チェック項目

19 飼養する家畜に異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を
求めている。

20 毎日、飼養する家畜の健康観察を行っている。

21 (1)導入元の疾病発生状況及び導入畜の健康状態を確認後、家畜を導入している。

25 農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設を定め、飼養する家畜の健康管理について定期
的に指導を受けている。

26 従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、所有者及
び管理者の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成
し、全従業員に周知徹底している。

注１ □のある項目は、家畜伝染病予防法第12条の４第１項の規定（定期の報告）による報告項目です。□に
は、必要に応じて家畜の所有者からの報告状況（チェックの有無）を記入して下さい。

注３

注２ 評価欄には、○（適正に行われている）、×（適正に行われていない）又は－（業務体制上、行う必要がな
い）のいずれかを記入して下さい。
※の項目（６(1)及び10にあっては牛、水牛、鹿、めん羊又は山羊に限る。）は、飼養衛生管理基準に規定
されていないが、飼養衛生管理の上で有効なものであるため、未実施農場については、必要に応じてその実
施を指導して下さい。ただし、この指導は様式１（＊）の指導には当たりません。

運搬車両に糞尿のこぼれ防止及びホコリの飛散防止措置を講じている。（※）

埋却、焼却又は化製処理の準備ができている。

第七 埋却等の準備

23

(2)

17 (1)

(2)

未処理の糞尿を衛生管理区域外へ持ち出す場合には、持ち出す前後に運搬車両を消
毒している。（※）

18 飼養する家畜が特定症状を呈している場合の家畜保健衛生所への連絡体制を確保してい
る。

第九 大規模所有者に関する追加措置

導入畜が伝染性疾病にかかっていないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接
触させないようにしている。

22 出荷又は移動の直前に家畜の健康状態を確認している。

(2)衛生管理区域に立ち入った者等に関する記録を作成し、１年間保存している。

第八 感染ルート頭の早期特定のための記録の作成及び保管

24 衛生管理区域に立ち入る者の記帳等について、張り紙等により周知している。（※）

評価



（様式１-1）

（単位：戸）

うち、改善済 うち、改善指導中

大規模農場

それ以外の農場

大規模農場

それ以外の農場

大規模農場

それ以外の農場

計 0 0 0 0 0 0

（＊）行政手続法の指導（飼養衛生管理基準に規定されているものに関する指導に限る。）及び家畜伝染病予防法第１２の５の指導
注１　大規模農場以外の農場について、本通知の１に基づいて立入を行った場合は（）内にその戸数を記載して下さい。
注２　平成24年10月１日以降、別添チェックシートによりその遵守状況を既に確認している場合には、その結果を活用することは可能です。

チェック表の項目以外で行った改善指導の内容

飼養衛生管理基準の遵守状況の確認結果報告書

山羊

いのしし

豚

(都道府県名）

肉用牛

乳用牛

水牛

鹿

めん羊

①指導（＊）を行った農場数 ②指導（＊）が
不要だった農場

数

農場数
（①＋②）



（記入例） （単位：戸）

うち、改善済
うち、改善指

導中

大規模農場 18 15 8 7 3 ○立て看板の設置（６）

それ以外の
農場

4（１） 3（１） ２（１） 1 1

チェック表の項目以外で行った改善指導の内容
①何らかの指導を行った農場数（※1） ②指導が

不要だった農場
数

肉用牛

農場数
（①＋②）

それ以外の農場で通知の１に 
基づく立入を行った場合はそ

の戸数を（）内に内数で記載 



（様式1-2）

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

1
(1) 衛生管理区域の設定
(2) 衛生管理区域の境界の明瞭化

3 人・車両の入場制限
(1) 車両用の消毒薬の常設
(2) 車両消毒の実施
(1) 立入者用の消毒薬の常設
(2) 立入者の消毒の実施
(1) 衛生管理区域専用の衣服・靴の着用（※）
(2) 適切な方法による衣服・靴の着用（※）

7
8
9
10

(1) 給餌設備への排泄物混入防止対策
(2) 飼料保管場所への排泄物混入防止対策

12
(1) 衛生管理区域への野生動物侵入対策（※）
(2) 畜舎への野生動物侵入対策（※）
(3) 糞尿処理施設への野生動物侵入対策（※）
(1) 畜舎・器具の洗浄又は消毒
(2) 使用物品の家畜ごとの交換

15
16

(1) 糞尿運搬時の車両消毒（※）
(2) 糞量運搬時の飛散防止対策（※）

18
19
20

(1) 導入元の疾病発生状況等の確認
(2) 導入畜の隔離の実施

22
23

(1) 立入時の記帳等の周知（※）
(2) 立入時の記帳等の実施及び帳簿の保管

25
26

（※）飼養衛生管理基準には規定されていないが、飼養衛生管理の上で有効となる項目
注１　チェックリストの項目の指導農場数　改善済みの項目は○、改善指導中の項目は●の欄に戸数を記載して下さい。
注2　大規模農場以外の農場について、本通知の１に基づいて立入を行った場合は（）内にその戸数を記載して下さい。

いのしし水牛 鹿 めん羊 山羊
乳用牛

大規模 それ以外 大規模 それ以外

豚

獣医師による定期指導
従業員による通報体制の確保

立入農場数

肉用牛

大規模 それ以外項目

家畜の異状時の獣医師の診療・指導
毎日の家畜の健康観察

21

移動前の健康状態の確認
埋却・焼却・化製処理の準備

24

13

14

畜舎・畜房・ハッチの清掃及び消毒

6

適切な密度での飼養

17

家畜保健衛生所への連絡体制の確保

立入者の渡航歴等の確認及び入場制限
他の畜産施設等での使用物品の洗浄・消毒
海外使用物品の持ち込み制限
適切に処理された食品循環資源の利用（※）

11

飲用に適した水の給与

チェック表に基づいて改善指導を行った農場数

防疫に関する情報の把握

2

4

5



（様式２）

開催年月日 参加者（機関・団体名等） 内容

口蹄疫に関する研修会の開催状況
都道府県名：

※　平成24年度の実績を記載すること。
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